


表彰・懲戒規程


（目　　的）
第１条　　この規程は、労働協約第75条に基づき、正社員の表彰・懲戒について定めたものである。

（表　　彰）
第２条　　会社は、次の各号の一に該当する正社員を審査のうえ表彰する。
1.　人物、技能および勤務が優秀で、一般の模範となる者
2.　災害を未然に防ぎ、または非常の際に特に功労のあった者
3.　業務上有益な発明、改良または工夫考案もしくは業務改善提案をし、あるいは利益となる重大な事項を建策報告した者
4.　国家的または社会的功績があり、正社員の名誉となるような行為のあった者
5.　勤続20年以上の者、ただし、永年勤続表彰として別に定める
6.　その他各号に準ずる行為があった者
②　会社は表彰に関する事項については、審査を目的としてほう賞懲戒委員会を設ける。
③　ほう賞懲戒委員会については、別に定める「ほう賞懲戒委員会規程」による。

（表彰の種類）
第３条　　前条の表彰は賞状を授与し、その程度により次の各号を併せ行うことがある。
1.　賞品授与
2.　賞金授与

（懲　　戒）
第３条　　正社員が、会社の定める諸規則、諸規程に違反した場合は次条に定める懲戒を行う。

（懲戒の種類）
第４条　　懲戒は、けん責、減給、出勤停止、諭旨退職及び懲戒解雇の５種類とし、それぞれ次の各号に定める処分を行う。
1.　けん責は、始末書を提出させ、将来を戒める。
2.　減給は、始末書を提出させ、法令の認める範囲で賃金を減額する。
3.　出勤停止は、始末書を提出させ、30日以内の勤務を禁止する。
4.　諭旨退職は、退職願いの提出を勧告し、これに応じない場合は懲戒解雇とする。
5.　懲戒解雇は、即時解雇する。ただし、行政官庁の認定を得る。

（懲戒の決定）
第５条　　懲戒は、第６条から第９条に定めるところによって、ほう賞懲戒委員会でその種類を決定する。
②　次の各号の一に該当する場合は、懲戒を減免または加重する。
1.　情状酌量を相当と認められる場合、懲戒を減免する。
2.　過去において懲戒に該当する行為があった場合、または２つ以上の懲戒に該当する行為について処分される場合、懲戒を加重する。
③　ほう賞懲戒委員会については、別に定める｢ほう賞懲戒委員会規程｣による。

（）
第６条　　次の各号の一に該当する行為をしたときは、けん責に処する。
1.　職場秩序をみだすようなことをしたとき
2.　会社の許可を得ないで、社品を社外に持出したとき
3.　会社の許可を得ないで会社の構内または施設内において、政治または宗教を目的とした活動をしたとき
4.　正当な事由なくして上長の命令に従わなかったとき
5.　職権を濫用したとき
6.　職務怠慢によって業務に支障をきたし、または会社に損害を与えたとき
7.　正規の手続を経ない遅刻、早退、離業が重なるとき
8.　ハラスメント防止規程第３条に掲げる禁止行為に該当する行為をしたと認められたとき
9.　前各号に掲げるほか、この規則その他服務上守るべき事項に違反したとき
10.　前各号に掲げる行為を教唆したとき
11.　第７条第１号から第11号に掲げる行為のほう助、または未遂があったとき

（減給・出勤停止）
第７条　　次の各号の一に該当する行為をしたときは、その行為の軽重によって減給または出勤停止に処する。
1.　前条各号の行為で、その程度が重いとき
2.　故意又は重大な過失によって業務に支障をきたし、又は会社に損害を与えたとき
3.　会社の体面にかかわるような行為をしたとき
4.　本人の故意または重大な過失により道路交通法等に違反して交通事故を引き越し、人的または物的な損害を与えたとき
5.　業務上の秘密を他にもらしたとき、または会社の秘密を社外にもらしたとき
6.　会社に不利益をきたすような行為をしたとき
7.　業務に関して、不当に金品その他の利益を得たとき
8.　業務を妨害したとき。
9.　安全に関する規則に違反して事故をおこしたとき
10.　正規の手続を経ない欠勤が重なるとき
11.　その他前各号に準ずる行為があったとき
12.　前各号に掲げる行為を教唆したとき
13.　第８条第１号から第11号に掲げる行為のほう助、又は未遂があったとき
          
（諭旨退職・懲戒解雇）
第８条　　次の各号の一に該当する行為をしたときは、その行為の軽重によって諭旨退職または懲戒解雇に処する。
1.　前条各号でその程度が重いとき、または第６条各号の行為でその程度が極めて重いとき
2.　重要な経歴を偽り、その他不正の方法を用いて採用されたとき
3.　会社に在籍のまま他に就職したとき
4.　業務上知り得た個人情報を故意に社外に漏らし、又は漏らそうとしたとき
5.　会社の秘密を社外にもらし、これによって金品その他の利益を得たとき
6.　会社に財産上の損害を与える行為によって、不法に金品その他の利益を得たとき
7.　会社の名誉を汚し、その他会社に不利益をきたすような行為によって利益を得たとき
8.　刑罰法規にふれるような行為をして会社に損害を与え、または著しく会社の体面を汚したとき
9.　会社の従業員に暴行、脅迫を加えたとき、または業務を妨害する目的で、暴行、脅迫、欺もうその他これに準ずる行為をしたとき
10.　正規の手続を経ない欠勤が引続き７日以上におよんだとき 
11.　その他前各号に準ずる行為があったとき
12.　前各号に掲げる行為を教唆したとき

（）
第９条　　正社員が懲戒を受けたときは、その所属上長（所属上長のほかに上長があるときは、その上長も含む）を責任者として懲戒する。ただし、その所属上長またはその上長が、その防止に必要な措置を講じた場合、または、その措置を講じなかった場合でもそれがやむを得ないと認められるときはこの限りでない。
②　前項の懲戒の種類は、その責任の軽重によって決定する。

（懲戒の公表）
第10条　　正社員を懲戒したときは公表する。

（損害賠償）
第11条　　正社員が、故意または重大な過失によって会社に損害を与えた場合で、その損害の全部又
は一部について会社が賠償を命じたときは賠償しなければならない。
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